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条
例
制
定
・
改
正

人　
事

新
年
度
予
算

組
織
改
編
案
を
修
正

　

新
た
に
、
町
民
生
活
部
を
設

置
し
、
建
設
部
を
ま
ち
づ
く
り

部
に
変
更
す
る
提
案
が
な
さ
れ
ま

し
た
が
、
審
議
の
結
果
、
建
設
部

の
名
称
変
更
は
行
わ
な
い
こ
と
に

し
ま
し
た
。
ま
た
、
各
部
で
所
管

す
る
事
務
の
見
直
し
を
行
い
、
新

設
の
町
民
生
活
部
は
、
福
祉
保

健
部
と
総
務
部
の
一
部
の
事
務
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

町
民
生
活
部
へ
の
移
管
事
務

・
住
民
課
の
事
務

・
町
民
生
活
課
の
事
務

・
税
務
課
の
事
務

見
直
し
た
主
な
事
務

・
ま
ち
デ
ザ
イ
ン
課
（
旧
都
市
整

備
課
）
に
営
繕
担
当
の
室
を
設

置
・
町
有
財
産
の
有
効
活
用
や
企

業
誘
致
を
積
極
的
に
行
う
よ

う
対
応

国
民
健
康
保
険
税の

改
正

　

国
民
健
康
保
険
の
県
統
一
化
に

伴
う
税
率
変
更
を
行
い
ま
し
た
。

併
せ
て
積
立
金
を
取
り
崩
し
、
激

変
緩
和
も
行
い
ま
す
。
な
お
、
今
年

度
か
ら
資
産
割
は
な
く
な
り
ま
す
。

改
正
内
容（
主
な
も
の
）

・
所
得
割
を
７
．
６
３
パ
ー
セ
ン

ト
に
変
更
（
県
算
定
は
８
．

６
２
パ
ー
セ
ン
ト
）

介
護
保
険
条
例

の
改
正

　

所
得
段
階
を
２
段
階
増
や
し
ま

す
。
低
所
得
者
の
負
担
軽
減
、
高

額
所
得
者
の
負
担
増
と
な
り
ま
す
。

改
正
内
容（
主
な
も
の
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

利
用
に
関
す
る
改
正

　

こ
れ
ま
で
法
に
規
定
さ
れ
て
い

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
に
関
す
る

手
続
が
、
省
令
で
定
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
た

め
、
条
文
を
改
正
し
ま
し
た
。

町
営
住
宅

入
居
対
象
者
の
追
加

　

単
身
入
居
で
き
る
者
と
し
て
、

婚
姻
及
び
婚
姻
関
係
と
同
様
の
関

係
に
あ
っ
た
者
か
ら
の
暴
力
を
理

由
と
し
て
、
接
近
禁
止
命
令
お
よ

び
退
去
命
令
の
申
し
立
て
を
行
っ

た
者
を
新
た
に
追
加
し
ま
し
た
。

水
道
事
業

所
管
省
庁
の
変
更

　

水
道
事
業
の
国
に
お
け
る
一
部

の
所
管
が
、
厚
生
労
働
省
か
ら
国

土
交
通
省
に
変
更
と
な
っ
た
た

め
、
所
管
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　

任
期
満
了
に
よ
り
、
引
き
続

き
田た

中な
か

克か
つ

江え

さ
ん
を
法
務
大
臣

に
対
し
て
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定

し
ま
し
た
。

教
育
長
の
任
命
同
意

　

任
期
満
了
に
よ
り
、
新
た
に
教

育
次
長
の
森も
り

山や
ま

真ま

文ふ
み

さ
ん
を
任

命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

旧
千
葉
家
住
宅

２
５
０
年
記
念
事
業

８
７
万
円

　

広
島
県
指
定
文
化
財
「
千
葉

家
書
院
」
の
主
要
部
を
占
め
る

座
敷
棟
が
、
築
２
５
０
年
を
迎

え
る
た
め
、
記
念
イ
ベ
ン
ト
な
ど

を
開
催
し
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト
内
容

・
啓
発
用
シ
ー
ル
や
グ
ッ
ズ
作
成

・
上
田
宗
箇
流
に
よ
る
茶
会
開
催

・
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
特
別
部
門

の
設
置

・
秋
の
特
別
公
開

・
季
節
に
あ
わ
せ
た
催
し
の
実
施

国
民
健
康
保
険特

別
会
計

介
護
保
険
特
別
会
計

　

今
後
の
介
護
給
付
費
の
増

加
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
り
、

持
続
可
能
な
保
険
制
度
の
確

保
の
た
め
、
必
要
な
改
正
で

あ
る
。

玉
川
真
里　

議
員

　

こ
の
予
算
が
成
立
し
な
い

と
、
保
険
給
付
の
ほ
か
、
健

康
増
進
に
よ
る
事
業
と
健
診

の
充
実
が
図
れ
ず
、
住
民
が
元

気
で
長
生
き
で
き
る
よ
う
な

施
策
が
展
開
で
き
な
く
な
る
。

小
田
久
美
子　

議
員

　

介
護
保
険
制
度
の
運
営
の

み
な
ら
ず
、
介
護
予
防
事
業

な
ど
の
必
要
な
予
算
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。
保
険
料
の
改

定
も
持
続
可
能
な
介
護
制
度

維
持
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

玉
川
真
里　

議
員

　

引
用
条
文
の
変
更
で
、
制

度
内
容
の
変
更
は
な
い
。
引

き
続
き
事
務
を
行
う
た
め
に

は
、
必
要
な
改
正
で
あ
る
。

宗
像
啓
之　

議
員

　

基
金
利
用
に
よ
り
税
の
軽

減
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
の
保

険
事
業
の
安
定
的
な
運
営
の

た
め
、
必
要
な
改
正
で
あ
る
。

小
田
久
美
子　

議
員

　

国
保
税
の
引
き
上
げ
は
、

町
長
が
目
指
す
「
暮
ら
し
満

足
度
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
」

に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

佐
中
十
九
昭　

議
員

　

今
回
の
介
護
保
険
料
の
引

き
上
げ
は
、
全
体
の
保
険
料

値
上
げ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

り
、
介
護
保
険
制
度
の
改
悪

で
あ
る
。佐

中
十
九
昭　

議
員

　

町
が
保
険
料
を
抑
え
る
努

力
を
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
す

る
が
、
今
回
の
保
険
料
値
上

げ
は
過
去
最
大
で
あ
る
。
国

保
加
入
者
の
命
と
暮
ら
し
を

守
る
観
点
か
ら
、
こ
の
予
算

は
認
め
ら
れ
な
い
。

佐
中
十
九
昭　

議
員

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、

介
護
保
険
料
も
上
が
る
と
い

う
制
度
に
は
問
題
が
あ
る
。

町
民
が
暮
ら
し
や
す
く
、
安

心
し
て
過
ご
せ
る
た
め
の
予
算

と
す
る
こ
と
を
望
む
。

佐
中
十
九
昭　

議
員

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
各
地
で
発
生
し
た
住

民
の
個
人
情
報
漏
洩
の
リ
ス

ク
が
更
に
増
幅
さ
れ
、
混
乱

を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。

佐
中
十
九
昭　

議
員

所得段階
保険料率（年額保険料）

増減
改正後 改正前

第１段階 0.285（20,048円） 0.3（21,103円）
△0.015

（△1,055円）
第2段階 0.485（34,117円） 0.5（35,172円）
第3段階 0.685（48,186円） 0.7（49,241円）
第１0段階 1.9（133,654円） 1.8（126,619円） 0.1（7,035円）
第１1段階 2.1（147,722円）

1.9（133,654円）
※第11段階

0.2（14,068円）
第１2段階 2.3（161,791円） 0.4（28,137円）
第１3段階 2.4（168,826円） 0.5（35,172円）

教育長が変わりました

困ったら相談を

いつまでも元気で

　

新
年
度
予
算
関
連
議
案
に
つ
い
て
は
、
予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付
託
し
、
審
議
し
ま
し
た
︵
６
～

９
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
︶。
こ
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
と
介
護
保
険
特
別
会
計
に
つ
い
て
討

論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。
そ
の
他
の
会
計
予
算
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
予
算
ト
ピ
ッ
ク
以
外
の
主
な
も
の
と
討
論
を
紹
介
し
ま
す
。
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漏
洩
の
リ
ス

ク
が
更
に
増
幅
さ
れ
、
混
乱

を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。

佐
中
十
九
昭　

議
員

所得段階
保険料率（年額保険料）

増減
改正後 改正前

第１段階 0.285（20,048円） 0.3（21,103円）
△0.015

（△1,055円）
第2段階 0.485（34,117円） 0.5（35,172円）
第3段階 0.685（48,186円） 0.7（49,241円）
第１0段階 1.9（133,654円） 1.8（126,619円） 0.1（7,035円）
第１1段階 2.1（147,722円）

1.9（133,654円）
※第11段階

0.2（14,068円）
第１2段階 2.3（161,791円） 0.4（28,137円）
第１3段階 2.4（168,826円） 0.5（35,172円）

教育長が変わりました

困ったら相談を

いつまでも元気で

　

新
年
度
予
算
関
連
議
案
に
つ
い
て
は
、
予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付
託
し
、
審
議
し
ま
し
た
︵
６
～

９
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
︶。
こ
の
う
ち
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
と
介
護
保
険
特
別
会
計
に
つ
い
て
討

論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。
そ
の
他
の
会
計
予
算
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
予
算
ト
ピ
ッ
ク
以
外
の
主
な
も
の
と
討
論
を
紹
介
し
ま
す
。
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低
所
得
者
支
援
お
よ
び

定
額
減
税
補
足
給
付
金

１
億
９
６
２
０
万
円

　

国
に
お
い
て
令
和
６
年
度
定
額

減
税
と
併
せ
て
「
低
所
得
者
支

援
及
び
定
額
減
税
を
補
足
す
る

給
付
」
を
実
施
す
る
方
針
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
「
令

和
６
年
度
に
新
た
に
住
民
税
非

課
税
世
帯
等
と
な
る
世
帯
へ
の
給

付
（
こ
ど
も
加
算
を
含
む
）」
と

「
定
額
減
税
し
き
れ
な
い
と
見
込

ま
れ
る
者
へ
の
給
付
」
を
実
施
し

ま
す
。

給
付
額

①
令
和
６
年
度
新
た
に
住
民
税

非
課
税
世
帯
と
な
る
世
帯

︙
一
世
帯
当
た
り
10
万
円

②
①
と
同
一
世
帯
と
な
っ
て
い
る

18
歳
以
下
の
児
童
（
こ
ど
も

加
算
）
︙
一
人
当
た
り
５
万
円

③
令
和
６
年
度
新
た
に
住
民
税

均
等
割
の
み
課
税
世
帯
と
な

る
世
帯︙

一
世
帯
当
た
り
10
万
円

④
③
と
同
一
世
帯
と
な
っ
て
い
る

18
歳
以
下
の
児
童
（
こ
ど
も

加
算
）
︙
一
人
当
た
り
５
万
円

⑤
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ

る
定
額
減
税
で
定
額
減
税
可

能
額
が
減
税
前
税
額
を
上
回

る
と
見
込
ま
れ
る
者
︙
上
回

る
額
（
１
万
円
単
位
に
切
り
上

げ
て
定
額
減
税
可
能
額
ま
で
）

給
付
開
始
予
定
時
期

令
和
６
年
７
月
下
旬

福
祉
セ
ン
タ
ー

更
衣
室
な
ど
の
改
修

３
４
０
万
円

　

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
健
康
増
進

プ
ー
ル
利
用
者
の
利
便
性
向
上

と
令
和
７
年
度
か
ら
実
施
予
定

の
小
学
校
水
泳
授
業
に
対
応
す

る
た
め
、
同
セ
ン
タ
ー
の
浴
室
を

廃
止
し
、
更
衣
室
ス
ペ
ー
ス
の
拡

大
、
シ
ャ
ワ
ー
機
器
の
増
強
、
換

気
設
備
・
内
装
改
修
を
令
和
６

年
度
中
に
行
い
ま
す
。

旧
海
田
町
役
場
庁
舎解

体
工
事

　

旧
役
場
を
解
体
し
、
整
地
し
ま
す
。

契
約
先

株
式
会
社
デ
モ
リ
ス

契
約
額

１
億
８
２
６
０
万
円

補
正
予
算

一
般
会
計

総
額
１
億
３
２
０
４
万
円
減
額

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す

契
約

表決一覧
審議した議案と各議員の賛否 ○は賛成、×は反対を表しています。

議員名
議案名

白
井
政
志

新
谷
知
紀

石
橋
京
子

西
田
誠
一

玉
川
真
里

小
田
久
美
子

大
髙
下
光
信

大
江
康
子

下
岡
憲
国

宗
像
啓
之

久
留
島
元
生

多
田
雄
一

崎
本
広
美

前
田
勝
男

佐
中
十
九
昭

審
議
結
果

討　
　
　

論

掲
載
ペ
ー
ジ

個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例の
一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員
賛成：宗像議員 10

事務分掌条例の一部を改正す
る条例に対する修正案 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 － 10

国民健康保険税条例の一部
改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員

賛成：小田議員 10

介護保険条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 可決 反対：佐中議員
賛成：玉川議員 10

令和６年度国民健康保険特別
会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員

賛成：小田議員 11

令和６年度介護保険特別会計
予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員

賛成：玉川議員 11

※桑原公治議長は、原則、採決に加わりません。

全会一致で可決した議案
議案名 ページ

２
月
臨
時
議
会

損害賠償額の決定・・・三迫地内および稲葉地内において発生した物損事故に対する損害賠償 ―
専決処分をした事件の承認（令和５年度補正予算（一般会計））・・・低所得者支援および定額減税補足給付金に関する増額予算を
承認 ―

工事請負契約の締結・・・旧海田町役場庁舎解体工事の請負契約を締結 12

手数料条例の一部改正・・・戸籍謄本が広域交付できるようになったことに伴い、新たに手数料を追加 ―

３
月
定
例
議
会

人権擁護委員の推薦・・・任期満了に伴い、引き続き田
た

中
なか

克
かつ

江
え

さんを適任であると認めた 11
職員の給与に関する条例の一部改正・・・在宅勤務などを行う職員に対し、在宅勤務等手当を支給 ―
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定・・・地方自治法の一部改正に伴い、引用条項
を整理 ―

給水条例の一部改正・・・水道整備・管理行政の一部事務の所管が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されたことに伴う改正 11
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正・・・国が示す条例改正の参考例の修正に伴
う改正 ―

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正・・・介護保険法の規定に基づく基
準省令の一部改正に伴う改正 ―

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正・・・介護保険法の規定に基づく基準省令の一部改正に伴う改正 ―

指定介護予防支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正・・・介護保険法の規定に基づく基準
省令の一部改正に伴う改正

―

指定居宅介護支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例の制定について・・・介護保険法の規定に基づく基準省令の一部改正に伴う改正 ―

町営住宅設置及び管理条例の一部改正・・・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴う改正 11
令和５年度補正予算（一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、下水道事業） 12
教育長の任命の同意・・・任期満了に伴い、新たに森

もり

山
やま

真
ま

文
ふみ

さんを任命することに同意 11
事務分掌条例の一部改正（修正部分以外）・・・新たに「町民生活部」を設置する組織改編に伴う改正 10
手数料条例の一部改正・・・町による居宅介護支援事業者の介護予防支援事業者の指定または指定更新の手数料を新たに新設 ―
令和６年度予算（一般会計、後期高齢者医療、水道事業、下水道事業） 11
議会会議規則の一部改正・・・議会に係る手続のオンライン化に対応するなどのための改正 ―
議会委員会条例の一部改正・・・委員会に係る手続のオンライン化に対応するなどのための改正 ―
議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正・・・政務活動の一層の充実を図るため政務活動費を増額 ―

臨時議会を２月８日に開きました臨時議会を２月８日に開きました

工事請負契約の締結などについて慎重に審議しました。

水泳授業にも使います

解体が始まりました
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低
所
得
者
支
援
お
よ
び

定
額
減
税
補
足
給
付
金

１
億
９
６
２
０
万
円

　

国
に
お
い
て
令
和
６
年
度
定
額

減
税
と
併
せ
て
「
低
所
得
者
支

援
及
び
定
額
減
税
を
補
足
す
る

給
付
」
を
実
施
す
る
方
針
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
「
令

和
６
年
度
に
新
た
に
住
民
税
非

課
税
世
帯
等
と
な
る
世
帯
へ
の
給

付
（
こ
ど
も
加
算
を
含
む
）」
と

「
定
額
減
税
し
き
れ
な
い
と
見
込

ま
れ
る
者
へ
の
給
付
」
を
実
施
し

ま
す
。

給
付
額

①
令
和
６
年
度
新
た
に
住
民
税

非
課
税
世
帯
と
な
る
世
帯

︙
一
世
帯
当
た
り
10
万
円

②
①
と
同
一
世
帯
と
な
っ
て
い
る

18
歳
以
下
の
児
童
（
こ
ど
も

加
算
）
︙
一
人
当
た
り
５
万
円

③
令
和
６
年
度
新
た
に
住
民
税

均
等
割
の
み
課
税
世
帯
と
な

る
世
帯︙

一
世
帯
当
た
り
10
万
円

④
③
と
同
一
世
帯
と
な
っ
て
い
る

18
歳
以
下
の
児
童
（
こ
ど
も

加
算
）
︙
一
人
当
た
り
５
万
円

⑤
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ

る
定
額
減
税
で
定
額
減
税
可

能
額
が
減
税
前
税
額
を
上
回

る
と
見
込
ま
れ
る
者
︙
上
回

る
額
（
１
万
円
単
位
に
切
り
上

げ
て
定
額
減
税
可
能
額
ま
で
）

給
付
開
始
予
定
時
期

令
和
６
年
７
月
下
旬

福
祉
セ
ン
タ
ー

更
衣
室
な
ど
の
改
修

３
４
０
万
円

　

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
健
康
増
進

プ
ー
ル
利
用
者
の
利
便
性
向
上

と
令
和
７
年
度
か
ら
実
施
予
定

の
小
学
校
水
泳
授
業
に
対
応
す

る
た
め
、
同
セ
ン
タ
ー
の
浴
室
を

廃
止
し
、
更
衣
室
ス
ペ
ー
ス
の
拡

大
、
シ
ャ
ワ
ー
機
器
の
増
強
、
換

気
設
備
・
内
装
改
修
を
令
和
６

年
度
中
に
行
い
ま
す
。

旧
海
田
町
役
場
庁
舎解

体
工
事

　

旧
役
場
を
解
体
し
、
整
地
し
ま
す
。

契
約
先

株
式
会
社
デ
モ
リ
ス

契
約
額

１
億
８
２
６
０
万
円

補
正
予
算

一
般
会
計

総
額
１
億
３
２
０
４
万
円
減
額

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す

契
約

表決一覧
審議した議案と各議員の賛否 ○は賛成、×は反対を表しています。

議員名
議案名

白
井
政
志

新
谷
知
紀

石
橋
京
子

西
田
誠
一

玉
川
真
里

小
田
久
美
子

大
髙
下
光
信

大
江
康
子

下
岡
憲
国

宗
像
啓
之

久
留
島
元
生

多
田
雄
一

崎
本
広
美

前
田
勝
男

佐
中
十
九
昭

審
議
結
果

討　
　
　

論

掲
載
ペ
ー
ジ

個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例の
一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員
賛成：宗像議員 10

事務分掌条例の一部を改正す
る条例に対する修正案 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 － 10

国民健康保険税条例の一部
改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員

賛成：小田議員 10

介護保険条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 可決 反対：佐中議員
賛成：玉川議員 10

令和６年度国民健康保険特別
会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員

賛成：小田議員 11

令和６年度介護保険特別会計
予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 可決 反対：佐中議員

賛成：玉川議員 11

※桑原公治議長は、原則、採決に加わりません。

全会一致で可決した議案
議案名 ページ

２
月
臨
時
議
会

損害賠償額の決定・・・三迫地内および稲葉地内において発生した物損事故に対する損害賠償 ―
専決処分をした事件の承認（令和５年度補正予算（一般会計））・・・低所得者支援および定額減税補足給付金に関する増額予算を
承認 ―

工事請負契約の締結・・・旧海田町役場庁舎解体工事の請負契約を締結 12

手数料条例の一部改正・・・戸籍謄本が広域交付できるようになったことに伴い、新たに手数料を追加 ―

３
月
定
例
議
会

人権擁護委員の推薦・・・任期満了に伴い、引き続き田
た

中
なか

克
かつ

江
え

さんを適任であると認めた 11
職員の給与に関する条例の一部改正・・・在宅勤務などを行う職員に対し、在宅勤務等手当を支給 ―
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定・・・地方自治法の一部改正に伴い、引用条項
を整理 ―

給水条例の一部改正・・・水道整備・管理行政の一部事務の所管が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されたことに伴う改正 11
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正・・・国が示す条例改正の参考例の修正に伴
う改正 ―

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正・・・介護保険法の規定に基づく基
準省令の一部改正に伴う改正 ―

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正・・・介護保険法の規定に基づく基準省令の一部改正に伴う改正 ―

指定介護予防支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正・・・介護保険法の規定に基づく基準
省令の一部改正に伴う改正

―

指定居宅介護支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例の制定について・・・介護保険法の規定に基づく基準省令の一部改正に伴う改正 ―

町営住宅設置及び管理条例の一部改正・・・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴う改正 11
令和５年度補正予算（一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、下水道事業） 12
教育長の任命の同意・・・任期満了に伴い、新たに森

もり

山
やま

真
ま

文
ふみ

さんを任命することに同意 11
事務分掌条例の一部改正（修正部分以外）・・・新たに「町民生活部」を設置する組織改編に伴う改正 10
手数料条例の一部改正・・・町による居宅介護支援事業者の介護予防支援事業者の指定または指定更新の手数料を新たに新設 ―
令和６年度予算（一般会計、後期高齢者医療、水道事業、下水道事業） 11
議会会議規則の一部改正・・・議会に係る手続のオンライン化に対応するなどのための改正 ―
議会委員会条例の一部改正・・・委員会に係る手続のオンライン化に対応するなどのための改正 ―
議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正・・・政務活動の一層の充実を図るため政務活動費を増額 ―

臨時議会を２月８日に開きました臨時議会を２月８日に開きました

工事請負契約の締結などについて慎重に審議しました。

水泳授業にも使います

解体が始まりました


